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ゴルフが好きな人集まれ‼

江東区ゴルフ連盟入会者募集
現在の会員は老若男女合わせて約

400人。主な活動は年4回の定期コン

ペ並びに若洲でゴルフを楽しむ会

(平均月4回)等を開催し、親睦を図っ

ています。昨年は都民体育大会で女

子は2位入賞。初心者、年齢、性別問

わず、ゴルフ好きな方なら大歓迎で

す。申込後、資料を送付します▢費
入会費1,000円、年会費1,000円▢申
はがきに①入会希望②氏名・フリガ

ナ③性別④生年月日⑤郵便番号・住

所⑥電話番号を記入し、〒135-0016

東陽3-11-1江東区ゴルフ連盟(島田)

へ☎090-7717-7460

山桜植樹記念祭
俳句教育推進のシンボルツリーと

して、山桜を区役所前庭に植樹し、

記念イベントを行います ▢時 3／27

(日)14：30〜16：00▢場 江東区文化セ
ンター大研修室(東陽4-11-3)▢人 区
内在住・在勤・在学の方80人(先着順)

▢費 無料 ▢内 狂言｢転生｣、講演｢江

東区と芭蕉｣▢師 久津弘子、真船道朗、
長谷川櫂(俳人)▢申 当日直接会場へ

▢問 ｢江東区に山桜を！｣実行委員会
☎080-3930-7788

江東区難病団体連絡会 講演会
1．｢透析患者さんの薬について｣

▢時 3／27(日)13：30〜15：00▢師 石黒
望(南砂腎クリニック院長)▢問 江東
区難病団体連絡会 髙橋☎3615-

6138

2．｢パーキンソン病の最新治療｣

▢時 4／2(土)14：00〜16：00 ▢師 大山

彦光(順天堂大学病院脳神経科准教

授)▢問 江東区難病団体連絡会 水

越☎3648-7931

※いずれも ▢場 総合区民センター

(大島4-5-1) ▢人 どなたでも100人

(先着順)▢費 無料▢申 当日直接会場
へ

筆ペンで書く｢天声人語｣と
実用書道の会員募集
筆ペンで習う実用書道で自分の氏

名と現代文の｢天声人語｣を書きます

▢時 木曜13：00〜15：00▢場 総合区民
センター(大島4-5-1)▢人 どなたで

も▢費 月会費1,500円 ▢内 毛筆型筆

ペンで書く書道 ▢問 筆ペン書道会

上村旺司☎3389-2930

手話ダンスを始めませんか！

▢時 第1・3水曜13：30▢場 主に高齢

者総合福祉センター(東陽6-2-17)

▢費 月300円(1年分一括払い)▢内 手
話の分からない方でも楽しみながら

覚えられます。ぜひ見学に来てくだ

さい▢問 手話ダンス江東はなぐるま
小椋美智子☎3649-7109(18：00以降)

呼吸法で体の中からリフレッ
シュ 江東気功サークル

▢時 水曜10：30〜12：00▢場 小松橋出
張所3階和室(扇橋2-1-5) ▢費 月

2,000円 ▢内 ストレスを発散し色々

な気功でリラックスしながらの呼吸

法で足腰を鍛えて健康な体づくり。

中高年の方々に最適な気功です。見

学自由▢問 小守昭江☎3644-3634

ストレス発散にも！東陽町で
ゴスペル
2016年1月より新規スタートのゴ

スペルサークル。まずは体験会にお

越しください(要申込)▢時 毎月2回

(水曜)19：20〜▢場 江東区文化セン

ター音楽室(東陽4-11-3)▢費 1,000

円(初回)▢問 エノーマスヴォイス小
山☎090-3531-1014

ボーイスカウト 無料見学会
開催中

▢時 日曜9：00〜11：30 ▢場 大島四丁

目公園・南央小他▢人 小学1年生〜5
年生男女▢費 無料▢内 日曜日、野外
で体を動かし一緒に活動してみまし

ょう！親子で参加大歓迎▢問 ボーイ
スカウト江東第3団・一柳

いちやなぎ

憲正(浄楽

寺内)☎3681-5767

毎週水曜、区役所本庁舎および豊洲特別出張所(豊洲2-2-18豊洲シビックセンター3階)の窓口時間を午後7時まで延長しています。
取り扱い業務の詳細については各担当窓口へご確認ください。
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●食の安全については、食の安全係☎3647-5812へ ●シックハウスについては、シックハウス相談窓口☎3647-5862へ ●上記以外の医療については、医療相談窓口☎3647-5870へご相談ください。

6(水)・20(水)
9：00〜10：30

対象住所
対象者

は予約制です。電話、ファクスまたは直接各保健相談所へお申し込みください。
※�清澄・常盤・新大橋・森下・平野・三好・白河・高橋・佐賀・永代・福住・深川・冬木・門前仲町・富岡・牡丹・古石場・越中島・千石・石島・千田・海辺・扇橋・猿江・

住吉・毛利・木場・東陽・新砂（�丁目�番）・南砂（�丁目�番�号〜	号・	番〜�番）にお住まいの方
※�東砂
〜�丁目・南砂（�丁目�番�号〜	号・	番〜�番を除く）・新砂（�丁目�番を除く）・新木場・夢の島・若洲にお住まいの方
※�胸部Ｘ線のみの実施。診断書は発行しません。
※�胸部Ｘ線・血液・尿検査等健康診査。血液検査は15歳以上からとなります。診断書は発行しません。
※	往復はがきに「○月○日休日版両親学級希望」と明記し、住所・夫婦の氏名・電話番号・出産予定日・返信の宛先を記入し、開催日の�週間前(必着)までに管轄の保健相談
所へお申し込みください。

奇数月に実施7(木)14：00〜16：00高齢者精神保健相談

19(火)
9：00〜10：30

26(火)
9：00〜10：30

一般健康相談（原則有
料）下欄※4を参照

下欄※2をご参照くだ
さい

塩浜・枝川・豊洲・東雲・
有明・辰巳・潮見・青海
にお住まいの方

区分

城東南部保健相談所
〒136-0076南砂4-3-10

☎5606-5001
℻5606-5006

深川南部保健相談所
〒135-0051枝川1-8-15-102

☎5632-2291
℻5632-2295

4月の健康相談等

今回の予定は
ありません

奇数月に実施
25(月)

9：00〜10：00

一般精神保健相談

思春期精神保健相談

子育て相談

酒害相談

11(月)
9：00〜10：30

14(木)13：30〜16：30

下欄※1をご参照くだ
さい

深川保健相談所
〒135-0021白河3-4-3-301

☎3641-1181
℻3641-5557

20(水)
9：00〜10：30

15(金)13：30〜15：30

亀戸・大島・北砂・東砂
（1丁目〜5丁目）にお住
まいの方

城東保健相談所
〒136-0072大島3-1-3

☎3637-6521
℻3637-6651

江東区内在住者（個人）

26(火)9：30〜11：00

22(金)13：30〜15：30

1(金)・15(金)13：30〜15：30

5(火)14：00〜16：00

6(水)14：00〜16：00

11(月)13：30〜15：30

6(水)・20(水)14：00〜16：00

6(水)・27(水)13：30〜15：30

13(水)14：00〜16：00

18(月)13：30〜15：30

12(火)・26(火)14：00〜16：00

1(金)・28(木)13：30〜15：30

14(木)・26(火)14：00〜15：30

1(金)・15(金)13：30〜15：30

1(金)・15(金)13：30〜15：30一般区民

11(月)13：30〜15：00

11(月)・25(月)9：00〜15：30

7(木)・15(金)・25(月)
13：00〜16：00

結核の発症率が高い集団や
職業に従事している区民

区内にある心身障害者施
設を利用している人

難病療養相談

栄養相談

結核定期健康診断
（無料・予約制）
下欄※3を参照

心身障害者施設等健康
相談（無料・予約制）
下欄※4を参照

8(金)13：30〜15：30

1歳児・2歳児歯科相談

18(月)13：30〜15：30

15(金)・19(火)9：00〜15：30

8(金)
13：00〜14：00

14(木)13：30〜15：00

14(木)・27(水)9：00〜15：30

21(木)
9：00〜10：30

28(木)13：30〜15：30

11(月)・25(月)9：00〜15：30

12(火)13：00〜14：00・
15(金) 9：00〜10：00

はじめて赤ちゃんが
産まれるご夫婦

（個別通知制）

9〜10か月児の保護者

1歳6か月〜2歳児の保護者

満3歳になったお子さん
（個別通知制）

平成26・27年3月生まれ

両親学級（平日版）

両親学級（休日版）
往復はがきで申込
下欄※5を参照

4か月児健康診査

育児学級

3歳児健康診査

13(水)9：30

20(水)9：30

13(水)・28(木)

8(金)・15(金)・22(金)
13：30〜16：00

今回新たな募集は
ありません

5(火)・12(火)・20(水)・26(火)

20(水)9：30

27(水)9：30

13(水)・19(火)・27(水)

対象者には個別に郵送でご案内します

赤ちゃんが産まれる
ご夫婦

12(火)9：30

19(火)9：30

26(火)

8(金)・15(金)・22(金)
13：30〜16：00

5／21(土)13：30〜16：00
平成28年8〜9月出産予定の方

12(火)・20(水)・26(火)

14(木)9：30

27(水)9：30

13(水)・19(火)・27(水)

8(金)・15(金)・22(金)
13：30〜16：00

今回新たな募集は
ありません

14(木)・21(木)・27(水)

13(水)・20(水)・27(水)
13：30〜16：00

今回新たな募集は
ありません

11(月)・25(月)

都会でカラスの生息数が増えすぎ

たために、｢鳴き声がうるさい｣｢ご

み集積所を荒らされた｣｢威嚇・攻撃

された｣などの被害が起こるように

なりました。カラスによる被害を防

止し、快適な生活環境を守るために、

次のような対策に取り組みましょう。

①ごみへの対策

カラスが増えた原因のひとつは、

人が出す大量の生ごみが餌となって

いることです。次のようなちょっと

した心がけで、生息数の増加を抑え

るとともに、被害の発生を防止する

ことができます。

〇生ごみを出す際、生ごみが外から

見えないように不要な紙で包んだ

り、ごみ袋の中心に入れたりしま

しょう。

〇収集日の前日から生ごみを出すと

カラスの格好の餌になるので、ご

みの収集日を守りましょう。

〇カラスが生ごみをあさることがで

きないよう、集積所のごみ全体を

ネットで覆いましょう。

［ごみ散乱防止用ネットの無料貸出］
清掃事務所☎3644-6216

②繁殖期への対策

3月〜7月ごろは、カラスが卵を産

んでヒナを育てる｢繁殖期｣にあたり

ます。この時期に、卵やヒナを守る

ため、近づく人を威嚇したり、攻撃

したりすることがあります。

［巣を作らせない］
〇カラスは巣を外から見られないよ

うに、枝葉の茂った大きな樹木な

どに好んで巣を作ります。枝を剪

定して見通しを良くしましょう。

〇針金ハンガーや紐類などは巣の材

料になるので、屋外に放置しない

ようにしましょう。

［巣や落ちたヒナに近づかない］
〇｢カラスが頭上を低く飛び回る｣な

どの威嚇行動があった場合は、巣

が近くにある可能性があるため、

すぐにその場を離れましょう。

〇巣立ったばかりのヒナはうまく飛

ぶことができず、地面に落ちてし

まうことがよくあります。親カラ

スはこのヒナを守るため人を威嚇

することがあるので、落ちたヒナ

に近づかないようにしましょう。

③巣の撤去について

カラスの巣を見つけても、被害の

ないときは特に撤去する必要はあり

ません。しかし、カラスに威嚇され

るなどの被害が発生した場合は、巣

を撤去する必要があります。巣のあ

る場所の管理者に状況を説明して、

撤去を依頼してください。なお、私

有地にある巣の撤去は、区では行っ

ていません。

▢問 環境保全課環境美化係☎3647-

9373

④卵やヒナの採取・処分について

巣の撤去と同時に卵やヒナを採取

・処分する場合は、鳥獣の保護及び

管理並びに狩猟の適正化に関する法

律(鳥獣保護管理法)により、予め有

害鳥獣捕獲の許可が必要になります。

［鳥獣保護管理法について］東京都環
境局計画課☎5388-3505

カラスの被害を防止
ごみの出し方と

繁殖期への対策を


